
静医発第 2027 号 

令和６年 3月 19日 

 

郡 市 医 師 会 長  様 

 

 

一般社団法人静岡県医師会    

会 長  紀 平 幸 一   

 

死亡診断書（死体検案書）様式の改正について 

 

平素より、本会事業に格段のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして、今般、静岡県健康福祉部長より、医師法施行規則等の

一部が改正され「死亡診断書（死体検案書）」の様式が改正されたことについて通知が

ありましたのでお知らせいたします。 

 改正点は、後発妊産婦死亡として、妊娠終了後満 42日以後 1年未満の女性の死亡数

を正確に把握する観点から、医師法施行規則に定める第 4号書式等の「記入上の注意」

に記載の「産後 42未満の死亡の場合は」を「産後 1年未満の死亡の場合は」に改める

というものです。 

 貴職におかれましても、本件についてご了知いただきますとともに、関係各位にご周

知くださいますよう宜しくお願いいたします。 



医 政 第 4 6 5 号

令和６年３月 15 日

一般社団法人静岡県医師会長 様

一般社団法人静岡県歯科医師会長 様

公益社団法人静岡県病院協会長 様

公益社団法人全国自治体病院協議会静岡県支部長 様

静岡県精神科病院協会長 様

静岡県健康福祉部長

「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」の

公布について（通知）

日頃から本県の健康福祉行政に格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。

このことについて、別添のとおり、厚生労働省医政局長から通知がありまし

たので、お知らせします。

なお、各病院長宛てには別添写しのとおり通知しましたことを申し添えます。

担 当 医療局医療政策課医務班

電話番号 054-221-2417



医 政 第 4 6 5 号 -４

令和６年３月 15 日

各病院長 様

静岡県健康福祉部長

「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」の

公布について（通知）

日頃から本県の健康福祉行政に格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。

このことについて、別添のとおり、厚生労働省医政局長から通知がありまし

たので、お知らせします。

担 当 医療局医療政策課医務班

電話番号 054-221-2417
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
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